
児 童 福 祉 法 施 行 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

（ 児 童 福 祉 法 施 行 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 児 童 福 祉 法 施 行 条 例 （ 平 成 十 二 年 徳 島 県 条 例 第 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 二 条 第 一 項 中 「 児 童 福 祉 施 設 」 の 下 に 「 （ 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。

第 二 十 一 条 第 一 項 中 「 第 六 号 の 三 」 を 「 第 六 号 の 二 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 南 海 ト ラ フ 巨 大 地 震 等 に 係 る 震 災 に 強 い 社 会 づ く り 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 徳 島 県 南 海 ト ラ フ 巨 大 地 震 等 に 係 る 震 災 に 強 い 社 会 づ く り 条 例 （ 平 成 二 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 五 号 中 「 規 定 す る 学 校 」 の 下 に 「 、 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第 二

条 第 七 項 に 規 定 す る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 」 を 加 え る 。

（ 徳 島 県 税 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 徳 島 県 税 条 例 （ 昭 和 二 十 五 年 徳 島 県 条 例 第 三 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 十 八 条 第 三 項 中 「 と い う 。 ） 」 の 下 に 「 又 は 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 七 十 七 号 ） 第

二 条 第 七 項 に 規 定 す る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 」 を 加 え 、 「 用 い る 」 を 「 供 す る 」 に 改 め る 。

（ 徳 島 県 郷 土 文 化 会 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ）

第 四 条 徳 島 県 郷 土 文 化 会 館 の 設 置 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 四 十 六 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 の 備 考 第 二 項 第 一 号 ハ 中 「 学 校 が 」 を 「 学 校 又 は 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 八 年 法 律 第 七 十 七

第 三 十 七 号
児 童 福 祉 法 施 行 条 例 等 の 一 部 改 正 に つ い て

児 童 福 祉 法 施 行 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 七 年 二 月 十 二 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

第 三 十 七 号 児 童 福 祉 法 施 行 条 例 等 の 一 部 改 正 に つ い て
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号 ） 第 二 条 第 七 項 に 規 定 す る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 が 、 幼 児 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 四 年 法 律 第 六 十 六 号 ） の 施 行 の 日 か

ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

就 学 前 の 子 ど も に 関 す る 教 育 、 保 育 等 の 総 合 的 な 提 供 の 推 進 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 が 改 正 さ れ 、 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に 関 す る 制 度 が 創 設 さ れ た こ と 等 に

伴 い 、 関 係 条 例 に つ い て 所 要 の 整 備 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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